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年金受給者の方へ

平成21年10月支給分の公的年金から、
町・県民税を天引きする制度（特別徴収制度）が
開始されます。

◆特別徴収の対象となる方
　　次の要件をすべて備えている方が対象となります。
　　・前年中に公的年金等の支払いを受けていること
　　・当該年度の初日において国民年金法に基づく老齢基礎年金等年額 18 万円以上の
　　  年金の支払いを受けていること（1 つの年金において 18 万円以上であること）
　　・当該年度の 4 月 1 日に 65 歳以上となっていること
　　・介護保険料が年金から天引きされていること

◆特別徴収の対象となる年金
　　国民年金法に基づく老齢基礎年金等で、年額 18 万円以上の年金

◆特別徴収の対象となる町・県民税額
　　公的年金等に係る所得割額と均等割額が天引きになります。
　 　なお、公的年金等以外に給与所得や事業所得など他の所得がある場合は、これらに係る所得割額及び均等割額は給与か

らの特別徴収または自分で納付する普通徴収となります。

◆特別徴収の方法
　　年 6 回の公的年金支払い時に、社会保険庁等が特別徴収（町・県民税の天引き）を行い、翌月 10 日までに町に納入します。
　　①特別徴収初年度
　　　平成 21 年度はすべての方がこの徴収方法になります。
　　　・年度の前半（普通徴収）
　　　　 公的年金等に係る町・県民税の半分を 2 回に分けて 6 月、8 月に普通徴収（個人で金融機関等で納める方法）によ

り納付
　　　・年度の後半（特別徴収）
　　　　残りの半分を 3 回に分けて 10 月、12 月、2 月の年金支給時に特別徴収により徴収
　　②特別徴収2年目以降（前年度から継続して天引きされる年度）
　　　・年度の前半（仮特別徴収）
　　　　前年度後半の特別徴収税額を 3 回に分けて 4 月、6 月、8 月に特別徴収
　　　・年度の後半（本特別徴収）
　　　　年税額から仮徴収額を引いた残りの税額を 3 回に分けて 10 月、12 月、2 月の年金支給時に特別徴収により徴収

　従来、公的年金にかかる町・県民税の納付については、年 4回の期割で個人で金融機関等で納
めていただく普通徴収となっていましたが、平成 21年 10 月からは年金支給時に町・県民税を
天引きさせていただく特別徴収制度が開始されます。
　公的年金とは、老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする年金で、国民年金、厚生年金、
共済年金等をさしています。
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■ お問い合わせ先　税務課税務係　℡６２－１１１１（内線１５４・１５５）

特別徴収初年度
普通徴収 特別徴収

6月 ８月 10月 12月 ２月

初年度年税額の 1/4 初年度年税額の 1/4 初年度年税額の 1/6 初年度年税額の 1/6 初年度年税額の 1/6

年税額の半分を２回に分けて納付 年税額の残り半分を３回に分けて徴収

特別徴収２年目以降
特別徴収（仮徴収） 特別徴収（本徴収）

4月 6月 ８月 10月 12月 ２月

　初年度
　年税額の 1/6

　初年度
　年税額の 1/6

　初年度
　年税額の 1/6

年税額から前半の
仮徴収で徴収した
額を差し引いた残
額の１／３

年税額から前半の
仮徴収で徴収した
額を差し引いた残
額の１／３

年税額から前半の
仮徴収で徴収した
額を差し引いた残
額の１／３

前年度の 10 月から 3月までに特別徴収された額に相当す
る額を 3回に分けて徴収

年税額から仮徴収で特別徴収した額を差し引いた額を 3回
に分けて徴収

◆特別徴収の例
　　収入が公的年金のみで、平成 21 年度の町・県民税が 30,000 円、平成 22 年度の町・県民税が 24,000 円の場合
　　【平成 21 年度】〜普通徴収 15,000 円＋特別徴収 15,000 円＝年税額 30,000 円〜

　　【平成 22 年度】〜仮特別徴収 15,000 円＋本特別徴収 9,000 円＝年税額 24,000 円〜

初年度（平成 21年度）
普通徴収 特別徴収

6月 ８月 10月 12月 ２月

７，５００円 ７，５００円 ５，０００円 ５，０００円 ５，０００円

　　年税額の半分（15,000 円）を
　　２回に分けて納付

年税額の残り半分（15,000 円）を３回に分けて徴収

２年目（平成 22年度）
特別徴収（仮徴収） 特別徴収（本徴収）

6月 ８月 10月 12月 ２月 ３月

５，０００円 ５，０００円 ５，０００円 ３，０００円 ３，０００円 ３，０００円

　前年度の 10月、12月、2月で
　徴収された額と同じ金額を特別徴収

　年税額（24,000 円）から仮徴収で特別徴収した
　額を差し引いた額　（9,000 円）を 3回に分けて
　徴収
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等
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額
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分
の
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と
な
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ま
す
。

（例）平成21年3月15日に75歳になり、国民健康保険から後期高齢者医療制度に加入と
なる方が１ヶ月入院していた場合（１ヶ月の自己負担限度額が44,400円の方の場合）

74 歳 75 歳

3月

旧
制
度

新
制
度

自己負担限度額 44,400 円

自己負担限度額 22,200 円

自己負担限度額 44,400 円

自己負担限度額 22,200 円

国民健康保険 後期高齢者医療

誕生日（15日）

■ お問い合わせ先　住民福祉課国民健康保険係　℡６２−１１１１（内線１２８・１２９）
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さ
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し
ま
す
。

～保険料を年金天引きされている方へ～

平成 21年１月から
口座振替へ変更することが
できるようになりました。

　後期高齢者医療保険料または国民健康保険税
を年金天引きによりお支払いただいている方
は、申し出により口座振替への支払方法に変更
ができますので、住民福祉課国民健康保険係ま
でお問い合わせください。

長寿医療制度
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■ お問い合わせ先
　税務課固定資産係　℡ 62-1111（内線 162）

台帳の閲覧
　固定資産税を算定する基礎となる課税台帳の閲覧
ができます。
　自分の所有する固定資産の内容について知りたい
人は、この期間のみ無料で閲覧できますのでご利用
ください。
● 閲覧期間
　４月１日（水）～６月１日（月）
　午前９時～午後５時（土・日・祝日を除く）

● 閲覧場所
　税務課固定資産係、草部出張所、野尻出張所

● 閲覧できる人
　�固定資産の所有者（納税義務者）及び同居の親族、
納税管理人、借地人・借家人（貸借にかかる資産
のみ）

帳簿の縦覧
　高森町に固定資産税を納税する人は、町内すべて
の課税対象土地及び家屋の価格等を記載した「土地
価格等縦覧帳簿」及び「家屋価格等縦覧帳簿」を
次の期間のみ無料で縦覧できますのでご利用くださ
い。

● 縦覧期間
　4月1日（水）～6月1日（月）
　午前９時～午後５時（土・日・祝日を除く）

● 縦覧場所
　税務課固定資産係

● 縦覧できる人
　高森町に固定資産税を納税している人、納税者と
　同居の親族、納税管理人

固定資産課税台帳の閲覧
及び土地・家屋価格等縦
覧帳簿の縦覧ができます

軽自動車の廃車・
名義変更の手続きは
３月末までに

　軽自動車税は、毎年４月１日現在に所有（登録）し
ている人に課税されます。使用していなかったり、
他の人に譲ったバイクや軽自動車は、廃車・名義変
更の手続きをしないと課税されますので、３月末ま
でに手続きをしてください。
　また、高森町ナンバーのバイク等が盗難（警察へ
の届出が必要）にあったり、ナンバープレートを紛
失した場合にも手続きが必要となります。

● 手続き先
　・高森町ナンバー
　　�125 ㏄までのバイク、農耕作業用車（トラク
ター）等…税務課税務係

　・熊本ナンバー
　　�軽４輪車、126 ～ 250 ㏄の２輪車…熊本県軽
自動車協会（熊本市東町 4丁目14番 6号／℡
096-369-6829）

　　�250 ㏄を超える２輪車…熊本陸運支局（熊本市
東町 4丁目14番 35号／℡ 096-369-3189）

● 手続きに必要なもの
　・高森町ナンバー
　　印かん、ナンバープレート
　・熊本ナンバー
　　�印かん、ナンバープレート、車検証（車検があ
る車両）、新名義人の住民票

■ お問い合わせ先
　税務課税務係　℡ 62-1111（内線 164・165）
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加入区分　掛金　補償額

スポーツ安全保険に加入しましょう！
平成21年度のスポーツ安全保険の加入受付が３月から開始しました。
子供会や運動クラブなど団体活動を行う５人以上の方々で加入ができます。
万一のケガや賠償責任に備え加入しましょう。
心臓マヒや脳卒中の突然死に対しては見舞金が支払われます。
掛金・補償内容は、次のとおりです。

※対象となる事故の範囲
　・「団体の管理下における活動中」の事故と「その往復中」の事故（学校の管理下を除く）
　・�「ＡＷ」においては「団体の管理下における活動中とその往復中」とそれ以外の「個人活動中」の事故（学校の管理下�
を除く）

　・�「ＡＷ」における「個人練習、個人活動中」の傷害保険事故の場合には、日射・熱射病及び細菌性食物中毒は対象と
なりません。

■お問い合わせ先　スポーツ安全協会熊本県支部　℡096-213-9015

●保険期間●
　　・３月中に申し込みの場合………………平成21年４月１日〜平成22年３月31日
　　・４月１日以降に申し込みの場合………掛金を振込んだ日の翌日〜平成22年３月31日

★平成21年度より改定★
団体活動を行う５名以上
の方々でご加入ください。
加入者ごとに加入区分を
ご選択ください。

加入区分　掛金　補償額

加入対象者
補償される

団体活動等

加入

区分

年間掛金

（１人当た

り）

傷害保険（補償額） 賠償責任保険

てん補限度額

（免責金額なし）

共済見舞金
死亡

後遺障害

 （最高）

入院

（日額）

通院

（日額）

子ども

・中学生以下

（特別支援学

校高等部の生

徒を含む）

団体活動全般 Ａ１ 600円 2,000万円 3,000万円 4,000円 1,500円

身体・財物賠償合算

１事故５億円

ただし、身体賠償は

１人１億

180万円

団体活動全般

ＡＷ 1,150円
2,100万円 3,150万円 5,000円 2,000円

身体・財物賠償合算

１事故５億500万円

ただし、身体賠償は

１人１億 500 万円

上記以外（個人活

動・個人練習など） 100万円 150万円 1,000円 500円

身体・財物賠償合算

1 事故 500 万円
対象外

大
　
人

高校生

以　上

文化・ボランティ

ア・地域活動、団

体員の送迎、応援、

準備、片付け

Ａ２ 600円 2,000万円 3,000万円 4,000円 1,500円

身体・財物賠償合算

１事故５億円

ただし、身体賠償は

１人１億

180万円

スポーツ活動

スポーツ活動の指導
Ｃ 1,600円 2,000万円 3,000万円 4,000円 1,500円

子どものスポーツ

活動の指導限定
ＡＣ 1,100円 1,000万円 1,500万円 2,500円 1,000円

65歳以上 スポーツ活動 Ｂ 800円 600万円 900万円 1,800円 1,000円

全年齢
危険度の高い

スポーツ活動
Ｄ 9,000円 500万円 750万円 1,800円 1,000円

★短期スポーツ教室は、インターネット加入のみの受付です。

全年齢

短期スポーツ教室

（開催期間３か月

以内）の活動

短期ス

ポーツ

教室

600円 2,000万円 3,000万円 4,000円 1,500円

身体・財物賠償合算

１事故５億円

ただし、身体賠償は

１人１億

突然死

（急性心不全、

 脳内出血等）

180万円

日射・熱射病及び細菌性・ウイルス性中毒
の場合、保険金額はA１区分と同様

日射・熱射病及び細菌性・ウイルス性中毒は対象となりません
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（平成 21 年３月 14 日改正）

列車番号 立　野 長　陽 加　勢 阿蘇下田 白水高原 中　松 阿蘇白川 見晴台 高　森
３ 6：06 6：13 6：15 6：18 6：21 6：24 6：29 6：33 6：36
５ 7：30 7：37 7：39 7：42 7：45 7：50 7：54 7：59 8：02
７ 8：16 8：23 8：25 8：28 8：31 8：34 8：38 8：43 8：46
９ 9：44 9：51 9：53 9：56 9：59 10：03 10：07 10：12 10：15
11 11：18 11：25 11：27 11：30 11：33 11：37 11：41 11：46 11：49

トロッコ列車 11：45 11：58 通過 12：06 12：11 12：23 12：31 通過 12：42
13 12：53 13：00 13：02 13：05 13：08 13：11 13：16 13：20 13：23
15 13：32 13：39 13：41 13：44 13：47 13：50 13：55 13：59 14：03

トロッコ列車 14：30 14：43 14：46 14：50 14：55 15：01 15：10 15：17 15：22
8017 14：30 14：43 14：46 14：50 14：55 15：01 15：10 15：17 15：20
17 15：40 15：47 15：49 15：52	 15：55 15：59 16：03 16：08 16：11
19 17：10 17：17 17：19 17：22 17：25 17：29 17：33 17：38 17：41
21 18：42 18：49 18：51 18：54 18：57 19：01 19：05 19：10 19：13
23 19：25 19：32 19：34 19：37 19：40 19：43 19：48 19：52 19：55
25 20：29 20：37 20：39 20：41 20：44 20：47 20：52 20：56 20：59
27 21：34 21：41 21：43 24：46 21：49 21：52 21：56 22：01 22：04

高森行下り ▼
立野行上り ▼

※全列車JR豊肥本線と接続しています。
※2・3列車は、土、日、休日及び3月25日〜4月7日、7月18日〜8月31日、12月25日〜1月7日は運転しません。
※8016・8017列車は、トロッコ列車が運転しない場合運転します。なお、トロッコ列車が運転する日は連結して運行します。
※�トロッコ列車は3月1日から11月30日までの土、日、祝日運転します。ただし、3月20日〜4月12日、4月29日〜5月10日、�
7月18日〜8月31日は毎日運転します。
※トロッコ列車は、運賃とは別に「トロッコ専用料金（大人500円、子ども300円）」が必要です。

列車番号 高　森 見晴台 阿蘇白川 中　松 白水高原 阿蘇下田 加　勢 長　陽 立　野
2 5：37 5：39 5：43 5：47 5：50 5：52 5：55 5：57 6：03
4 6：14 6：16 6：20 6：24 6：27 6：29 6：32 6：34 6：40
6 7：40 7：42 7：46 7：50 7：53 7：55 7：58 8：00 8：06
8 8：52 8：54 8：58 9：02 9：05 9：07 9：10 9：12 9：18

トロッコ列車 9：45 通過 9：54 10：03 10：07 10：12 10：16 10：19 10：32
10 10：28 10：30 10：34 10：38 10：41 10：43 10：46 10：48 10：54
12 12：13 12：15 12：19 12：23 12：26 12：28 12：31 12：33 12：40
14 13：01 13：03 13：07 13：11 13：14 13：16 13：19 13：21 13：27

トロッコ列車 13：33 通過 13：43 13：51 13：55 13：59 14：04 14：06 14：19
8016 13：33 通過 13：43 13：51 13：55 13：59 14：04 14：06 14：12
16 14：50 14：52 14：56 15：00 15：03 15：06 15：08 15：10 15：16
18 16：20 16：22 16：26 16：30 16：33 16：36 16：38 16：40 16：46
20 17：52 17：54 17：58 18：02 18：05 18：07 18：10 18：12 18：18
22 18：50 18：52 18：56 19：01 19：04 19：06 19：09 19：11 19：17
24 19：59 20：01 20：05 20：09 20：12 20：15 20：17 20：19 20：25
26 21：03 21：06 21：09 21：13 21：16 21：19 21：21 21：23 21：29

■お問い合わせ先　南阿蘇鉄道株式会社　℡ 62-0058
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NEWS高森町のあれこれ
▼左から中野晃高森中央小学校長、発表を行った三森伸治支部長、ＪＡ阿蘇・井芹太一さん。

ＪＡ阿蘇青壮年部高森支部
農林水産大臣賞受賞
　ＪＡ阿蘇青壮年部高森支
部（三森伸治支部長）が「第
51 回全国家の光大会記事
活用体験発表」で農林水産
大臣賞を受賞しました。高
森中央小学校での取り組み
など食育について発表を
行ったＪＡ阿蘇青壮年部高
森支部は、県大会で 1位に
選ばれ、2 月 10 日に神奈
川県横浜市で開催された全
国大会でもグランプリに選
ばれました。

交通栄誉章緑十字銀章受章
江藤明徳さん（芹口・牛神）
　江藤明徳さんが交通栄誉章緑十字銀章を受章しました。
江藤さんは、多年にわたり子どもの交通安全教育など交
通安全のため献身的に尽力。交通事故の防止と交通秩序
の確立に貢献されたことが認められ今回の受章となりま
した。表彰状は 1月 16 日に東京都で開催された「交通
安全国民運動中央大会」で手渡されました。

▼交通栄誉章緑十字銀章を受章された江藤さん。 陸上自衛隊北熊本駐屯地第8偵察隊から感謝状
草村征憲さん（野尻・倉地）
　草村征憲さんに陸上自衛隊北熊本駐屯地第 8偵察隊から
感謝状が贈られました。草村さんは、高森地区自衛隊父兄
会副支部長として第 8偵察隊が毎年夏に津留地区で実施し
ている山地機動訓練に協力。偵察隊員の体力・気力の向上
や部隊の団結・士気の高揚に寄与されたことが評価され今
回の贈呈となりました。

▲表彰状は1月28日に町長室で手渡されました。
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県下少年柔道練成大会
高森少年柔道クラブが大活躍
　昨年 12 月 14 日に山鹿市総合体育館で「県下少年柔道
練成大会」が開催され、高森少年柔道クラブからたくさん
の選手が出場し好成績を収めました。個人戦 3人抜きの
選手は次のとおりです。2年男子の部／佐伯竜弥くん、3
年男子の部／桐原航太くん、4年女子の部／荒牧真歩美さ
ん、6年男子の部／本田龍生くん

▲上段左から本田くん、桐原くん、下段左から荒牧さん、佐伯くん。

豊心館主催少年柔道親善大会
団体戦１年・２年の部で準優勝
　1月 25 日に松橋総合体育文化センター（ウイングまつ
ばせ）で「豊心館主催少年柔道親善大会」が開催され、団
体戦 1年・2年の部で高森少年柔道クラブが見事準優勝に
輝きました。出場選手は次のとおりです。佐伯竜弥くん（2
年）、山村慎くん（2年）、荒牧優斗くん（2年）。高森少
年柔道クラブでは現在部員を募集しています。

▲左から佐伯くん、山村くん、荒牧くん。

熊本県剣道学年別個人選手権大会
安方菜々美さんが全国大会に出場
　2月 7日に益城町総合体育館で「熊本県剣道学年別個人
選手権大会」が開催され、高森少年剣道クラブからたくさ
んの選手が出場し、好成績を収めました。主な結果は次の
とおりです。5年女子の部準優勝／安方菜々美さん、5年
男子の部 3位／興梠太一くん。なお、安方さんは 10 月に
山口県で開催される全国大会に出場します。

阿蘇南部町村長旗剣道練成大会
高森少年剣道クラブが大活躍
　2月 11 日に山西小学校で「阿蘇南部町村長旗剣道練成
大会」が開催され、高森少年剣道クラブが団体の部で準優
勝するなど大活躍しました。個人戦の結果は次のとおりで
す。3年男子の部 3位／渡辺彪斗くん、4年女子の部 3位
／福田貴美佳さん、5年女子の部優勝／安方菜々美さん、5
年男子の部優勝／興梠太一くん

▼左が興梠くん、右が安方さん。

▼団体の部で準優勝に輝いた高森少年剣道クラブ。
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NEWS高森町のあれこれ
「こどもあんぜんパトロール」説明会
高森中央小学校１年生に理解求める
　1月 27日に高森中央小学校で「こどもあんぜんパトロー
ル」説明会が行われました。これは、子どもを狙った犯罪
や事件を未然に防ごうと熊本県タクシー協会青年部会が実
施しているもので、阿蘇観光タクシーとくさむらタクシー
から 2人が来校し、1年生に危険な場面に遭遇した際の対
処法などをわかりやすく説明しました。

▲パトロール実施を示す黄色のステッカーなどを説明しました。

高森中央小学校
全校児童でなわとび大会
　2月 13 日に高森中央小学校で「なわとび大会」が行わ
れました。全校児童が後ろとびやあやとび、二重とびなど
それぞれの目標に挑戦。休み時間などに練習してきた成果
を発揮し、運動場にはたくさんの歓声が響き渡りました。
最後にたてわり班にわかれて長なわとびを行い、学年間の
交流を図りました。

▲見学に来た保護者は子どもの成長を目に焼きつけていました。

高森中央小学校
道徳教育実践研究事業中間研究発表会
　平成 20年度からの 2年間、文部科学省の指定を受け
「道徳教育実践研究事業」に取り組んでいる高森中央小学
校で、2月 20 日に中間研究発表会が開かれました。管内
外から教員約 150 人が集まり、低・中・高学年で公開授業
が行われました。11月 13 日には研究発表会が行われる予
定です。

高森中学校1年生
そば・豆腐づくり体験
　2月 3日に高森中学校 1年生がそば・豆腐づくりを体験
しました。これは、総合的な学習の時間に自分たちで栽培・
収穫したみさお大豆を使って行われたもので、生徒 42 人
が町食生活改善推進協議会員 8人に教わりながら調理。試
食した生徒たちは、自分たちで育てたみさお大豆の味を
しっかりかみしめていました。

▼公開授業では児童たちが活発な意見を発表しました。

▼生徒たちにとって料理に興味を持つきっかけになったようでした。
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▼新酒の鏡開きが行われ、参加者全員に振る舞われました。

新酒とふるさとの味まつり
オープニングセレモニー
新酒を求め
たくさんの人が来町
　2 月 14 日に観光交流セ
ンターで「新酒とふるさと
の味まつりオープニングセ
レモニー」が行われました。
「新酒列車」で来町した参
加者約 60 人は、町内を散
策したあと観光交流セン
ターに到着。鏡開きを行い
開幕を盛大に祝いました。
3月 15 日は観光交流セン
ターで「ラストイベント」
が開催されます。

高森インドアソフトテニス大会
ソフトテニスを通して他県との交流
　２月 22 日に町民体育館で「高森インドアソフトテニ
ス大会」が開催されました。これは、ソフトテニスを通
して他県との交流を深めようと毎年行われているもので
９回目。今年も大分県や宮崎県などから 12チーム 94人
が参加し、トーナメント方式で熱戦が繰り広げられ、阿
蘇クラブが７年ぶり２回目の優勝を飾りました。

▼白熱した試合に会場は歓声に包まれていました。 都道府県対抗全日本中学生ソフトボール大会出場
児玉葵さん（高森中学校２年）
　3月 27 日から 30日まで三重県熊野市で開催される「都
道府県対抗全日本中学生ソフトボール大会」に、高森中学
校女子ソフトボール部の児玉葵さん（内野手・2年）が熊
本県選抜チームとして出場します。主力としての活躍が期
待される児玉さん。「レギュラー 4番を目標に、全国制覇
できるように頑張りたい」と話していました。

▲熊本県選抜チームのメンバーと合同練習に励んでいる児玉さん。



12 Takamori.2009.31313

■お問い合わせ先
　阿蘇広域消防本部南部分署
　℡６２- ９０３４

■お問い合わせ先
　阿蘇税務署
　℡0967- 22 -0551

■お問い合わせ先
　高森警察署
　℡６２- ０１１０

還付金の受取は
口座振込みで

　春休みは、生活環境の変化等によ
り、深夜はいかい、喫煙、飲酒等の
不良行為や万引き、薬物乱用等の非
行に走ったり、福祉犯等の被害に遭
うケースも増加する傾向にありあす。
　毎日の生活の中で、子どもの言葉
や生活態度に注意して、
●�帰宅時間が遅くなったり、深夜外
出、無断外泊が多くなる。
●�ウソをついたり、ソワソワして落
ち着きがなくなる。
●�急に服装が派手になったり、化粧
をする。
●�携帯電話の使用時間が急に長くな
る。
など、非行にいたる恐れがある「兆し」
を早期に発見し、適切な指導を行っ
て非行の未然防止に努めましょう。
少年を取り巻く有害環境を排除しま
しょう！
●�子どもの通学路や遊び場等の近く
に、有害な環境がないか確認しま
しょう。
●�地域ぐるみによる有害環境排除運
動を推進しましょう。
●�子どもの携帯電話の「フィルタリ
ングサービス」が未設定の場合は
設定し、設定されている場合は、
むやみに解除しないようにしまし
ょう。
●�法令違反等の疑いがある場合は、
警察に連絡してください。

少年非行・家出を
防止しましょう！

住宅防災機器を
備えましょう
　消火器には、粉末を放射するもの
のほか、液状の薬剤を放射するもの
もあります。粉末消火器は、優れた
消火能力を持ちますが、屋内で使用
すると薬剤が部屋中に広がり、部屋
の中の物すべてに付着します。燃え
ているものから離れていてもパソコ
ンやテレビなどの内部に入り障害を
招く恐れもあります。
　その点、液状の消火薬剤は放射し
た先のごく周辺の汚損で済ますこと
ができます。布団類の消火に関して
は、液状の薬剤が浸透するため粉末
消火器より消火能力が優れていま
す。蓄圧式のものはストップ機能が
ありますが、加圧式ではストップ機
能はありません。
　以前は、やや高価な感もあった強
化液消火器ですが最近では値頃な物
もあります。
　ぼや程度の初期消火に使い易い住
宅用強化液消火器もあります。

　国税還付金の受取方法として、
「口座振込み」制度があります。
　この方法をご利用いただきます
と、還付金は希望する金融機関（ゆ
うちょ銀行を含む）の本人名義の
預貯金口座に直接振り込まれます
から、受取に行く手間が省け、し
かも安全で確実です。
　たいへん便利な制度ですから、
ぜひ「口座振込み」をご利用くだ
さい。
　手続きは、作成した確定申告書
の所定の欄に希望する金融機関名、
口座番号等を記入していただくだ
けです。
　詳しいことは、阿蘇税務署にお
尋ねください。

口
座
振
込
み
が

便
利
で
す
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国民年金だより
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●20歳になるけど届出が必要なの？
　すでに会社員や公務員になっていらっしゃる方、ご結婚
されて会社員等の扶養になっていらっしゃる方以外の方
は、20歳になったら、住民票のある市町村役場の国民年金
担当窓口で国民年金加入手続きを行ってください。手続き
から２〜３週間程度でご自宅に年金手帳が届きます。今後
さまざまな手続きに必要となりますので、大切に保管して
ください。
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後ご

も
個こ

別べ
つ

の
人じ
ん

権け
ん

を
保ほ

障し
ょ
う

す
る
た
め
に
様さ
ま

々ざ
ま

な

条じ
ょ
う

約や
く

が
採さ
い

択た
く

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
条じ
ょ
う

約や
く

が
保ほ

障し
ょ
う

す
る
権け
ん

利り

の
内な
い

容よ
う

を
理り

解か
い

し
、
広ひ
ろ

め
て
い
く
こ
と
が
一ひ
と
り
　
ひ
と
り

人
一
人
の
人じ
ん

権け
ん

を
守ま
も

る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

■ お問い合わせ先　住民福祉課住民係　℡６２－１１１１（内線１２９）

国民年金の手続きをお忘れなく！

●「学生」も加入しなければならないの？
　学生であっても加入しなければなりません。大学や短
大、専修学校等に在学していて、本人の前年度の所得が基
準以下であれば、在学中の保険料が猶予される『学生納付
特例制度』があります。納付できないときは、必ず申請し
ましょう。
　学生納付特例制度は、住所地の市町村役場で、手続きが
必要です。その際には「学生証」または「在学証明書」の
写しが必要となります。

●フリーターで収入が少ない場合はどうしたらいいの？
　所得がないとか少ないなどの場合は、保険料の免除制度
が利用できます。また、20歳代については、世帯主である
親と同居していても、本人と配偶者の所得が一定以下の場
合は、納付が猶予されます。猶予の承認期間中も、障害や
死亡といった不慮の事態が生じたときの障害基礎年金や遺
族基礎年金の資格期間対象となり安心です。

●年金って若いときにも関係あるの？
　国民年金には老後の年金（老齢基礎年金）だけではな
く、加入中の病気やケガが原因で障害が残ったときの障害
基礎年金があります。皆さんも、車に乗ったり、スポーツ
もしますよね。交通事故やケガなどは、いつ自分の身に起
こるかわかりません。そんなとき、皆さんの生活を支える
のが障害基礎年金です！
　また、万一、一家の働き手が亡くなったとき、残された
家族を支える遺族基礎年金もあります。
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国
家
公
務
員
採
用
Ⅰ
種
試
験

○�

受
験
資
格　

①
昭
和
51
年
４
月
２
日
〜
昭
和
63

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方
、
②
昭
和
63
年
４
月

２
日
以
降
生
ま
れ
で
大
学
を
卒
業
し
た
方
、
平

成
22
年
３
月
ま
で
に
卒
業
見
込
み
及
び
人
事
院

が
同
等
と
認
め
る
方

○
第
１
次
試
験
日　

５
月
３
日
（
日
）

○
受
付
期
間　

４
月
１
日（
水
）〜
４
月
８
日（
水
）

国
家
公
務
員
採
用
Ⅱ
種
試
験

○�

受
験
資
格　

①
昭
和
55
年
４
月
２
日
〜
昭
和
63

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方
、
②
昭
和
63
年
４
月

２
日
以
降
生
ま
れ
で
大
学
・
短
大
・
高
専
を
卒

業
し
た
方
、
平
成
22
年
３
月
ま
で
に
卒
業
見
込

み
及
び
人
事
院
が
同
等
と
認
め
る
方

○
第
１
次
試
験
日　

６
月
21
日
（
日
）

○
受
付
期
間

　

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

　
　

４
月
11
日
（
土
）
〜
４
月
15
日
（
水
）

　

・
郵
送
ま
た
は
持
参

　
　

４
月
13
日
（
月
）
〜
４
月
22
日
（
水
）

国
税
専
門
官
採
用
試
験

○�

受
験
資
格　

①
昭
和
55
年
４
月
２
日
〜
昭
和
63

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方
、
②
昭
和
63
年
４
月

２
日
以
降
生
ま
れ
で
大
学
を
卒
業
し
た
方
、
平

成
22
年
３
月
ま
で
に
卒
業
見
込
み
及
び
人
事
院

が
同
等
と
認
め
る
方

○
第
１
次
試
験
日　

６
月
14
日
（
日
）

○
受
付
期
間　

４
月
１
日（
水
）〜
４
月
14
日（
火
）

労
働
基
準
監
督
官
採
用
試
験

○�

受
験
資
格　

①
昭
和
55
年
４
月
２
日
〜
昭
和
63

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方
、
②
昭
和
63
年
４
月

２
日
以
降
生
ま
れ
で
大
学
を
卒
業
し
た
方
、
平

成
22
年
３
月
ま
で
に
卒
業
見
込
み
及
び
人
事
院

が
同
等
と
認
め
る
方

○
第
１
次
試
験
日　

６
月
14
日
（
日
）

○
受
付
期
間　

４
月
１
日（
水
）〜
４
月
14
日（
火
）

法
務
教
官
採
用
試
験

○�

受
験
資
格　

①
昭
和
55
年
４
月
２
日
〜
昭
和
63

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方
、
②
昭
和
63
年
４
月

２
日
以
降
生
ま
れ
で
大
学
・
短
大
・
高
専
を
卒

業
し
た
方
、
平
成
22
年
３
月
ま
で
に
卒
業
見
込

み
及
び
人
事
院
が
同
等
と
認
め
る
方

○
第
１
次
試
験
日　

６
月
14
日
（
日
）

○
受
付
期
間　

４
月
１
日（
水
）〜
４
月
14
日（
火
）

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

人
事
院
九
州
事
務
局
第
二
課
試
験
係

　

℡
０
９
２-

４
３
１-

７
７
３
３

高
森
町
役
場
℡
62-

１
１
１
１
／
草
部
出
張
所
℡
64-

０
２
１
１
／
野
尻
出
張
所
℡
65-

０
２
１
１

新  

着  

情  

報

　

消
費
者
問
題
が
複
雑
・
悪
質
化
、
多
様
化
す
る

中
、
県
庁
各
課
、
警
察
及
び
関
係
機
関
と
の
よ
り

密
接
な
連
携
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
消
費
者
の
皆

さ
ん
か
ら
の
相
談
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
す
る

な
ど
相
談
体
制
の
充
実
強
化
を
目
指
し
て
、
熊
本

市
水
道
町
か
ら
県
庁
内
に
移
転
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

○
移
転
期
日　

４
月
１
日
（
水
）

○�

移
転
場
所　

県
庁
新
館
４
階　

環
境
生
活
部
食

の
安
全
・　

消
費
生
活
課
内

○
相
談
電
話　

℡
０
９
６
７-

３
８
３-

０
９
９
９

○�

相
談
時
間
等　

月
曜
日
〜
金
曜
日
午
前
９
時
〜

午
後
５
時
（
土
曜
日
・
日
曜
日
、
祝
日
、
休
日
、

年
末
年
始
は
お
休
み
で
す
）

※�

３
月
27
日
（
金
）、
30
日
（
月
）
及
び
31
日（
火
）

の
３
日
間
は
、
移
転
作
業
の
た
め
、
相
談
業
務

を
休
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
間
は
、
お

住
ま
い
の
市
役
所
、
町
村
役
場
、
警
察
署
、
社

会
福
祉
協
議
会
な
ど
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
な

お
、
４
月
１
日
か
ら
通
常
ど
お
り
相
談
を
受
け

付
け
ま
す
。

　

配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力
、
い
わ
ゆ
る
Ｄ
Ｖ
は
、

犯
罪
と
な
る
行
為
を
も
含
む
重
大
な
人
権
侵
害
で

す
。
県
で
は
、
昨
年
12
月
に
「
熊
本
県
Ｄ
Ｖ
対
策

基
本
計
画
」
を
改
定
し
、
Ｄ
Ｖ
の
防
止
や
被
害
者

の
保
護
・
支
援
の
た
め
の
施
策
を
拡
充
し
ま
し
た
。

今
後
、
本
計
画
に
基
づ
き
「
男
女
が
と
も
に
人
権

を
尊
重
さ
れ
、Ｄ
Ｖ
を
容
認
し
な
い
社
会
の
実
現
」

に
向
け
、
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

�

熊
本
県
男
女
共
同
参
画
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
推
進
課

　

℡
０
９
６-

３
３
３-

２
２
８
７

熊
本
県
Ｄ
Ｖ
対
策
基
本
計
画
が

改
定
さ
れ
ま
し
た

熊
本
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
が

県
庁
内
に
移
転
し
ま
す

国
家
公
務
員
採
用
試
験
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熊
本
県
で
は
、
迷
子
犬
や
、
譲
渡
対
象
犬
に
つ

い
て
の
情
報
提
供
等
を
行
う
た
め
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
開
設
し
ま
し
た
。
ア
ド
レ
ス
は
左
記
の
と
お

り
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
犬
が
い
な
く
な
っ
た

場
合
や
、
犬
の
譲
り
受
け
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

○
ア
ド
レ
ス

　

http://w
w
w
.kum

am
oto-doubutuaigo.jp/

　
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

　

http://w
w
w
.yatsushiro-nct.ac.jp

「
熊
本
県
動
物
愛
護
管
理
」

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
開
設

ペットは
愛情と責任をもって
飼いましょう。
　最近、犬の放し飼いや捨て犬が多くなっています。

ペットも皆さんの家族です。近隣や周囲の人に迷惑を

かけることなく、愛情と責任をもって飼いましょう。

　また、繁殖を希望しない場合には、不妊・去勢処置

を行いましょう。

★犬の登録と狂犬病予防注射
　生後 91 日以上の犬は、狂犬病予防法により、一生

に１度の登録と毎年 1回の狂犬病予防注射を受けな

ければなりません。登録されていない犬を新たに飼い

始めた場合は、30日以内に登録してください。また、

犬の死亡や転入・転出など、登録の内容に変更が生じ

たときにも届出が必要になります。登録は住民福祉課

で受け付けています。

★犬のフンをきちんと始末しましょう
　犬のフンの始末は飼い主にとって当然のマナー。散

歩の際はビニール袋などを持ち、フンの始末をきちん

としましょう。

★犬の放し飼いはやめましょう
　犬は綱や鎖でつなぐか、囲いの中で飼いましょう。

犬自身や周囲の人の安全のため、またフン尿など環境

衛生のためにも飼い主の責務として、犬は絶対に放さ

ないでください。散歩をするときも必ずつないだ状態

で行ってください。

★愛護動物の虐待や遺棄の禁止
　最近、ワナ（トラバサミ）によって足を切断した愛

護動物の事例が発生しています。愛護動物を虐待した

り捨てる（遺棄する）ことは犯罪です。違反すると、

懲役や罰金に処せられます。

■お問い合わせ先
　住民福祉課健康推進係　℡62-1111（内線126）

　

平
成
21
年
10
月
１
日
、
熊
本
電
波
高
専
と
八

代
高
専
は
、
新
高
専
「
国
立
熊
本
高
専
」（
仮
称
）

と
し
て
ス
タ
ー
ト
す
る
予
定
で
す
。
新
高
専
の
理

念
・
イ
メ
ー
ジ
に
あ
っ
た
「
シ
ン
ボ
ル
デ
ザ
イ
ン

（
校
章
）」
を
募
集
し
ま
す
。

○�

応
募
資
格　

新
高
専
に
興
味
を
お
持
ち
の
方
な

ら
誰
で
も
応
募
で
き
ま
す
。

○
賞
品
等　

採
用
作
品
に
５
万
円

○
作
成
要
領

　

・�

作
品
は
未
発
表
の
新
規
デ
ザ
イ
ン
に
限
り
ま

す
。

　

・�
作
品
は
手
書
き
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
作
画
画
像

等
の
い
ず
れ
の
形
式
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

　

・��

採
用
作
品
に
つ
い
て
は
、
作
者
の
了
解
の
も

新
高
専
「
シ
ン
ボ
ル
デ
ザ
イ
ン

（
校
章
）」
原
案
大
募
集
！

と
、
修
正
・
加
工
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
著
作
権
は
国
立
熊
本
高
専

に
帰
属
し
ま
す
。

○
応
募
要
領

　

・�「
応
募
用
紙
」
に
、「
氏
名
・
住
所
・
連
絡
先
（
電

話
番
号
等
）・
説
明
」
等
を
記
入
の
上
、「
応

募
先
」
に
持
参
ま
た
は
郵
送
、E-m

ail

（ui_
oubo@

of.yatsushiro-nct.ac.jp

）
で
お
送

り
く
だ
さ
い
。

　

・�

作
品
をE

-m
ail

に
添
付
す
る
場
合
は
、

JPE
G

、PD
F

形
式
等
で
１
Ｍ
Ｂ
以
内
に
し

て
く
だ
さ
い
。

○
応
募
締
め
切
り　

４
月
10
日
（
金
）

○
発
表　

４
月
末
を
予
定

■
ご
応
募
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

八
代
高
専
総
務
課

　

℡
０
９
６
５-

５
３-

１
２
１
１
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独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）

で
は
、
平
成
21
年
度
の
春
募
集
と
し
て
、
左
記
の

要
領
で
「
青
年
海
外
協
力
隊
」
を
募
集
し
ま
す
。

　

青
年
海
外
協
力
隊
と
は
、
技
術
や
経
験
を
活
か

し
て
開
発
途
上
国
の
人
々
と
と
も
に
生
活
し
、
相

互
理
解
を
図
り
な
が
ら
、
彼
ら
の
自
助
努
力
を
促

進
さ
せ
る
形
で
協
力
活
動
を
展
開
し
て
い
く
海
外

で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。

○
募
集
人
数　

約
１
，
４
０
０
人

○�

募
集
分
野　

農
林
水
産
、
加
工
、
保
守
操
作
、

土
木
建
築
、
保
健
衛
生
、
教
育
文
化
、
ス
ポ
ー

ツ
、
計
画
・
行
政
の
８
部
門
、
約
１
２
０
職
種

○�

派
遣
国　

ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
中
南
米
、
大

洋
州
、
中
近
東
、
計
約
80
カ
国

○
募
集
期
間　

４
月
６
日（
月
）〜
５
月
18
日（
月
）

○�

応
募
資
格　

満
20
歳
か
ら
満
39
歳
ま
で
の
日
本

国
籍
を
持
つ
方

○�

派
遣
ま
で
の
流
れ　

応
募
→
一
次
選
考
（
書
類

選
考
）
→
二
次
選
考
→
派
遣
前
訓
練
→
派
遣

　

・�
一
次
選
考　

所
定
の
応
募
書
類
（
健
康
診
断

書
含
む
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
郵
送

　

※
５
月
18
日
（
月
）
必
着

　

・�

二
次
選
考　

面
接
、
語
学
試
験
、
健
康
診
断
、

実
技
試
験
（
該
当
職
種
の
み
）

○�

派
遣
期
間　

１
年
間
ま
た
は
２
年
間
（
単
身
赴

任
）

○�

待
遇
等　
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
規
定
に
基
づ
き
、
往
復

旅
費
、
現
地
生
活
費
、
住
居
費
、
国
内
積
立
金

等
を
支
給

○�

現
職
参
加　
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
で
は
、
参
加
し
や
す
い

環
境
づ
く
り
の
た
め
に
、
企
業
や
官
庁
な
ど
関

係
各
方
面
に
対
し
て
、
所
属
先
に
身
分
を
残
し

た
ま
ま
参
加
す
る
「
現
職
参
加
」
促
進
の
お
願

い
を
し
て
い
ま
す
。

○
体
験
談
＆
説
明
会

　

・�

日
時　

４
月
10
日
（
金
）
午
後
６
時
30
分
〜
、

４
月
26
日
（
日
）
午
後
２
時
〜

　

・
場
所　

熊
本
国
際
交
流
会
館

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

�

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
デ
ス
ク
熊
本
（
熊
本
市
国
際
交
流

振
興
事
業
団
）

　

℡
０
９
６-

３
５
９-

２
１
３
０

　
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

　

http://w
w
w
.jica.go.jp

高
森
町
役
場
℡
62-

１
１
１
１
／
草
部
出
張
所
℡
64-

０
２
１
１
／
野
尻
出
張
所
℡
65-

０
２
１
１

新  

着  

情  

報

※�

期
間
が
過
ぎ
て
も
定
員
に
満
た
な
い
場
合
は
、

定
員
に
達
す
る
ま
で
受
け
付
け
ま
す
の
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○�

申
込
方
法　

各
市
町
村
福
祉
課
ま
た
は
教
育
委

員
会
に
お
い
て
あ
り
ま
す
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
て

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
さ
わ
や
か
長
寿
財
団
生
き
が
い
推
進
課

　

℡
０
９
６-

３
５
４-

３
０
８
３

　

熊
本
さ
わ
や
か
長
寿
財
団
で
は
、
高
齢
者
の
健

康
・
生
き
が
い
づ
く
り
を
目
的
に
、
第
21
回
熊
本

県
シ
ル
バ
ー
ス
ポ
ー
ツ
交
流
大
会
を
開
催
し
ま

す
。

　

ス
ポ
ー
ツ
愛
好
家
の
皆
さ
ん
、
奮
っ
て
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

○�

競
技
種
目　

ラ
ー
ジ
ボ
ー
ル
卓
球
、
テ
ニ
ス
、

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
、ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
、ゲ
ー
ト
ボ
ー

ル
、
ペ
タ
ン
ク
、
ゴ
ル
フ
、
健
康
マ
ラ
ソ
ン
、

弓
道
、剣
道
、グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
、な
ぎ
な
た
、

太
極
拳
、
ソ
フ
ト
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
サ
ッ
カ
ー
、

ダ
ン
ス
ス
ポ
ー
ツ
以
上
16
種
目

○�

競
技
会
場　

熊
本
県
民
総
合
運
動
公
園
他
４
会

場
○
日
程　

５
月
９
日
（
土
）
〜
23
日
（
土
）

※�

競
技
種
目
の
詳
し
い
日
程
は
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
な
お
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に

つ
い
て
は
、
２
月
の
上
旬
に
各
市
町
村
等
に
送

付
し
て
い
ま
す
。

○�

参
加
資
格　

県
内
在
住
者
で
、
60
歳
以
上
の
方

（
昭
和
25
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）

※�

健
康
マ
ラ
ソ
ン
女
子
は
50
歳
代
の
方
も
参
加
で

き
ま
す
。

○�

参
加
費　

個
人
競
技
は
１
人
５
０
０
円
、
団
体

競
技
は
種
目
に
よ
り
金
額
が
異
な
り
ま
す
。

○�

募
集
期
間　

３
月
19
日
（
木
）
ま
で

第
21
回
熊
本
県
シ
ル
バ
ー
ス
ポ
ー

ツ
交
流
大
会
参
加
者
募
集

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ「
青
年
海
外
協
力
隊
」

平
成
21
年
度
春
募
集
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犯
罪
被
害
者
や
そ
の
家
族
・
遺
族
は
、
命
を
奪

わ
れ
る
、
体
を
傷
つ
け
ら
れ
る
な
ど
の
直
接
的
な

被
害
だ
け
で
は
く
、
被
害
後
に
生
じ
る
精
神
的
な

被
害
、
捜
査
や
裁
判
で
の
時
間
的
負
担
、
周
囲
の

人
々
の
噂
や
中
傷
、
報
道
な
ど
に
よ
る
社
会
的
な

被
害
な
ど
の
二
次
的
被
害
に
も
苦
し
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
犯
罪
被
害
者
や
そ
の
家
族
・
遺
族

が
、
必
要
な
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
こ
の
ほ

ど
、
役
場
内
に
専
用
の
相
談
窓
口
を
設
置
し
、
町

民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
ご
相
談
を
お
受
け
す
る
こ
と

と
い
た
し
ま
し
た
。

　

犯
罪
被
害
に
遭
っ
た
こ
と
で
お
困
り
の
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
一
人
で
悩
ま
ず
、
左
記
の
犯
罪

被
害
者
総
合
支
援
窓
口
ま
で
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

○
相
談
窓
口　

高
森
町
役
場
総
務
課
総
務
係

○
受
付
時
間　

月
曜
日
〜
金
曜
日（
休
日
を
除
く
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
30
分

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課
総
務
係　

内
線
１
１
４
・
１
１
５

犯
罪
被
害
者
か
ら
の
ご
相
談
を

お
受
け
し
ま
す

近
頃
は　

人
命
に
尊
厳
の
無
ァ	

岡
本　

琴
司

す
る
ど
さ
が　

た
じ
た
じ
ィ
な
る
弁
護
側	

馬
原　

馬
笑

松
の
内　

入
院
食
も
雑
煮
付
き	

森
川
そ
よ
子

銭
う
し
て　

補
助
欲
し
が
っ
て
作
る
ダ
ム	

林　
　

不
忘

存
在
感　

イ
チ
ロ
ー
は
日
本
の
顔	

桐
原　

白
酔

松
の
内　

も
う
大
揺
れ
の
日
本
丸	

後
藤　

信
子

近
頃
は　

総
理
が
お
馬
鹿
キ
ャ
ラ
で
売
る	

渡
辺　

雲
海

す
る
ど
さ
が　

ア
ン
テ
ナ
張
っ
て
待
っ
と
ら
す	

佐
楢
見
乱
坊

銭
う
し
て　

す
す
め
上
手
に
乗
せ
ら
れ
て	

後
藤　

愛
子

存
在
感　

空
気
の
ご
た
る
媽
だ
け
ど	

松
山
キ
ヨ
子

松
の
内　

七
日
す
ぎ
て
も
ま
だ
お
節	

佐
藤
多
可
雄

す
る
ど
さ
が　

胸
貸
す
方
が
脂
汗	

浦
塚　

南
天

肥
後
狂
句
（
阿
蘇
御
神
火
会
）

浅
き
春
光
り
さ
え
ぎ
る
霞
空	

瀬
田　
　

博

一
夜
に
て
銀
杏
落
葉
の
庭
と
な
り	

後
藤　

法
龍

初
硯
孫
子
の
名
前
書
い
て
み
る	

岩
下　

京
子

阿
蘇
降
ろ
し
集
め
て
匂
う
寒
堆
肥	

本
田　

訓
子

喜
寿
迎
え
孫
と
戯
む
る
ゴ
ル
フ
か
な	

本
田　

初
雄

一
日
毎
部
屋
に
射
す
日
の
早
く
な
る	

森　
　

政
隆

歌
詠
み

●
●
弥
生

俳
　
　
句
（
河
原
す
す
き
の
句
会
）

　

障
が
い
児
（
者
）
の
保
護
者
で
「
お
む
す
び
こ

ろ
り
ん
」
と
い
う
会
を
つ
く
り
ま
し
た
。

　

お
悩
み
を
お
持
ち
の
方
、
気
軽
に
話
し
に
来
ま

せ
ん
か
？

　

２
ヶ
月
に
１
回
行
っ
て
お
り
、
次
回
は
４
月
16

日
（
木
）
午
後
７
時
か
ら
役
場
で
行
い
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

住
民
福
祉
課
福
祉
係　

内
線
１
２
２
・
１
２
３

障
が
い
児（
者
）の
保
護
者
の

皆
さ
ん
へ

　

移
動
献
血
車
が
来
ま
す
の
で
、
皆
さ
ま
の
ご
協

力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

○�

日
時　

４
月
10
日
（
金
）
午
前
９
時
30
分
〜
午

前
11
時
30
分
及
び
午
後
０
時
30
分
〜
午
後
４
時

○
場
所　

高
森
総
合
セ
ン
タ
ー

■
お
問
い
合
わ
せ
先

　

住
民
福
祉
課
健
康
推
進
係　

内
線
１
２
６

献
血
の
お
願
い
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健康講座
H e a l t h y  c o u r s e

　

少
子
高
齢
化
が
進
む
中
、
子
ど
も
た
ち
に
は
元

気
に
育
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
も
の
で
す
。
し
か
し
、

近
年
子
ど
も
た
ち
の
心
身
の
発
達
や
情
緒
の
安
定

が
脅
か
さ
れ
て
い
ま
す
。「
子
ど
も
の
笑
顔
は
正
し

い
生
活
リ
ズ
ム
か
ら
」
と
唱
え
ら
れ
る
熊
本
大
学

医
学
部
付
属
病
院
発
達
小
児
科
の
上
土
井
貴
子
教

授
。
１
月
24
日
に
ホ
テ
ル
グ
リ
ー
ン
ピ
ア
南
阿
蘇

で
開
か
れ
た
講
演
会
で
脳
の
発
達
と
生
活
リ
ズ
ム

（
早
寝
・
早
起
き
・
朝
ご
は
ん
）
か
ら
そ
の
必
要
性

を
説
か
れ
ま
し
た
。

子
ど
も
の
脳
は
未
熟
、
育
て
る
必
要

が
あ
る

　

脳
は
、
呼
吸
や
血
液
循
環
な
ど
体
の
基
本
的
な

調
整
機
能
、記
憶
、情
緒
、知
的
活
動
を
司
り
ま
す
。

５
歳
ま
で
に
大
き
さ
が
決
ま
り
、
中
身
は
小
学
生

か
ら
中
学
生
ま
で
に
で
き
て
き
ま
す
。
食
事
や
運

動
、
睡
眠
、
学
習
、
生
活
経
験
が
愛
情
に
よ
り
結

び
付
け
ら
れ
育
っ
て
い
き
ま
す
。
子
ど
も
の
脳
は

完
成
さ
れ
た
大
人
の
脳
と
違
い
、
子
ど
も
の
生
活

子
ど
も
の
笑
顔
を
育
む

　

〜
正
し
い
生
活
リ
ズ
ム
か
ら
〜

リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
た
環
境
を
作
り
育
て
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

安
心
・
安
定
感
の
あ
る
脳
を
作
る

　

脳
内
の
癒
し
の
神
経
伝
達
物
質
「
セ
ロ
ト
ニ
ン
」

が
重
要
で
す
。
十
分
に
分
泌
さ
れ
る
と
、
安
心
感

や
安
定
感
、
満
足
感
、
痛
み
に
強
い
、
姿
勢
や
運

動
能
力
促
進
作
用
を
も
た
ら
し
ま
す
。
一
方
不
足

す
る
と
、
ふ
さ
ぎ
込
み
、
キ
レ
や
す
い
、
パ
ニ
ッ

ク
に
な
る
、
ぐ
に
ゃ
っ
と
し
た
子
ど
も
に
な
る
、

ソ
ワ
ソ
ワ
す
る
、
集
中
で
き
な
い
、
元
気
が
な
い

な
ど
が
見
ら
れ
ま
す
。

「
セ
ロ
ト
ニ
ン
」
の
分
泌
を
増
や
す

た
め
に

　

ま
ず
、
セ
ロ
ト
ニ
ン
の
原
料
は
食
事
か
ら
し
か

体
に
入
り
ま
せ
ん
。
夜
ご
は
ん
か
ら
朝
ご
は
ん
ま

で
最
も
食
事
間
隔
が
長
く
、
特
に
朝
ご
は
ん
を
取

る
意
義
は
大
き
い
の
で
す
。

　

次
に
、
朝
の
光
を
浴
び
る
こ
と
（
早
起
き
）
が
、

体
内
時
計
を
リ
セ
ッ
ト
す
る
と
と
も
に
セ
ロ
ト
ニ

ン
の
分
泌
を
刺
激
し
ま
す
。

　

そ
し
て
、
セ
ロ
ト
ニ
ン
の
分
泌
が
高
ま
る
こ
と

で
、
夜
の
眠
り
を
促
す
メ
ラ
ト
ニ
ン
が
昼
間
の
セ

ロ
ト
ニ
ン
に
変
わ
り
分
泌
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、

成
長
ホ
ル
モ
ン
の
分
泌
を
促
し
、
細
胞
を
酸
素
毒

性
か
ら
守
り
、
早
熟
を
抑
え
る
重
要
な
働
き
を
し

ま
す
。
午
後
11
時
か
ら
午
前
２
時
く
ら
い
に
多
く

分
泌
さ
れ
る
た
め
早
寝
を
心
が
け
た
い
も
の
で
す
。

危
険
な
夜
の
光

　

夜
遅
く
ま
で
の
テ
レ
ビ
、
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
、
携

帯
の
使
用
は
メ
ラ
ト
ニ
ン
の
分
泌
を
抑
え
て
し
ま

い
ま
す
。
次
第
に
夜
寝
る
の
が
遅
く
な
り
、
朝
が

起
き
ら
れ
な
い
、
朝
ご
は
ん
が
と
れ
な
い
と
い
う

悪
循
環
を
招
い
て
し
ま
い
ま
す
。
基
本
的
生
活
リ

ズ
ム
が
形
成
さ
れ
な
い
と
、
心
の
成
長
、
自
立
心
、

自
尊
感
情
の
育
成
を
阻
止
す
る
の
で
す
。

で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う

　

子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
を
育
む
に
は
、
子
ど
も
た

ち
の
生
活
リ
ズ
ム
形
成
の
た
め
の
環
境
を
守
っ
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

●
早
寝

　

・�

夕
食
時
は
子
ど
も
の
で
き
ご
と
を
尋
ね
、
気

持
ち
や
考
え
を
ま
と
め
る
お
手
伝
い
を
し
ま

し
ょ
う
。

　

・
寝
る
前
の
テ
レ
ビ
は
消
し
ま
し
ょ
う
。

　

・
部
屋
の
明
か
り
は
照
度
を
落
と
し
ま
し
ょ
う
。

●
早
起
き

　

・�

朝
陽
を
午
前
５
時
か
ら
午
前
９
時
ま
で
に
浴

び
ま
し
ょ
う
。

　

・�

脳
を
目
覚
め
さ
せ
る
た
め
に
起
き
る
30
分
前

に
カ
ー
テ
ン
を
開
け
ま
し
ょ
う
。

●
朝
ご
は
ん

　

・
食
べ
る
習
慣
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

　

・
ほ
か
ほ
か
な
お
か
ず
が
お
す
す
め
で
す
。
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●町社会福祉協議会へ（敬称略）
［香典返し］
荒牧　陽子　　桐原　一男
金岡　次郎　　佐伯　定德
住吉　次雄

［一般寄付］
高森町民生・児童委員
山村　俊澄

休日在宅医
◎診療は午前9時から午後5時まで

3月15日 渡 辺 内 科 ℡ 67-1777

3月20日 後 藤 医 院 ℡ 67-0019

3月22日 阿 蘇 立 野 病 院 ℡ 68-0111

3月29日 藤 本 医 院 ℡ 67-0020

4月 5日 平 田 医 院 ℡ 62-0216

4月12日 阿 蘇 立 野 病 院 ℡ 68-0111

■３月15日～４月12日分

19 Public Information

2009年 1月受付分（敬称略）

愛の
ご寄付

CONTRIBUTION

編 集 後 記
An editorial postscript

［ 住 所 ］
上色見・洗　川
色　見・中　園
上色見・前　原
上色見・前　原
草　部・宮　原
高　森・村　山
色　見・西　丁
上色見・西中原

［ 死 亡 者 ］
後藤スエヨ
武田　リス
後藤　光治
荒牧　一幸
金岡　春子
桐原　朝雪
馬場タカ子
佐伯ハルヨ

［年齢］
95
90
90
68
94
89
85
64

［ 御 遺 族 ］
後 藤　 富 夫
武 田　 政 雄
後藤ツギオ
荒 牧　 陽 子
金 岡　 次 郎
桐 原　 一 男
住 吉　 房 子
佐 伯　 定 德

▲

立春を過ぎ、寒さもだいぶ和らいできました。町内では
梅の花が咲いており、春の訪れもあと少しというところで
しょうか。

▲

３月は年度を締めくくる月であり、各学校で
は卒業式や終了式が行われます。高校や中学校に進学する
人、１つ学年が上がる人などさまざまですが、それぞれの
学校・学年で目標を持って頑張ってください。

平成21年1月31日現在

の
人
口

人口／７，３４３人（−18）
男性／３，４９８人（−　6）
女性／３，８４５人（−12）
世帯／２，７５６戸（−　6）

T a k a m o r i  C a l e n d a r
高森カレンダー

３月16日～４月15日

おくやみ
もうし
あげます

●３月16日（月）
　役場支払日
●３月18日（水）
　高森温泉館休館日
　どぎゃん会（朋遊館）／9：30～13：00
●３月19日（木）
　友遊クラブ（朋遊館）／13：30～15：30
　断酒会（高森総合センター）／18：30～19：30
●３月25日（水）
　役場支払日
●３月26日（木）
　友遊クラブ（高森総合センター）／13：30～15：30
　断酒会（高森総合センター）／18：30～19：30
●３月27日（金）
　年金相談（高森総合センター）／10：00～15：00
　�パパ＆ママセミナー（高森総合センター）／19：30～
21：30

●４月２日（木）
　友遊クラブ（高森総合センター）／13：30～15：30
●４月６日（月）
　役場支払日
●４月８日（水）
　どぎゃん会（朋遊館）／9：30～13：00
●４月９日（木）
　友遊クラブ（高森総合センター）／13：30～15：30
●４月10日（金）
　献血（高森総合センター）／9：30～16：00
　６か月児相談（高森総合センター）／9：30～11：30
　３か月児健診（高森総合センター）／13：30～15：30
●４月13日（月）
　もみじの会（高森総合センター）／9：30～12：30
●４月15日（水）
　高森温泉館休館日
　役場支払日
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　２月 15 日に中心市街地一帯で「高森町交通安全宣言駅伝
大会」が開催されました。30回の記念大会となった今回は、
職場や学校、地域などから 72チームが参加。約 400 人の選
手が沿道からの大声援を受け冬の高森路を力走しました。ま
た、競技終了後に町食生活改善推進協議会の協力をいただき、
550 食分の豚汁とおにぎりが振る舞われ、選手たちの疲れを
いやしていました。今年も交通安全を広くＰＲすることがで
きました。

参加チーム紹介（順不同）　　　　※が優勝チーム

▼一般の部
上町向上会陸上部、12 分団、アルファテックＡ、アルファ
テックＢ、ＴＢＣ高森ベースボールクラブ、高森町役場、九
州学院ＯＢ会、青山Ａ、青山Ｂ、青山Ｃ、青山Ｄ、Donkeys 
parents、高森寮Ａ、高森寮Ｂ、高森寮Ｃ、社会人サッカー
クラブワイルドモンキーズ、高森町議会、高森中学校職員
チーム、高森中サッカー部チューリップ、草部、※ FIRE・
FIGHTER、高森警察署、地域ふくしチーム、50 会、ハイ
ブリット高森東、高森東ロードスターズ、中央小職員カイ
ズカ、中央小職員サクラ、昭和Ａ、昭和Ｂ−３、高森東中
学校職員チーム
▼小学校男子の部
※久木野クニーズＡ、久木野クニーズＢ、高森中央ＦＣマン
チェスターＴ、高森中央ＦＣキッカーズ、高森中央ＦＣスマッ
シュ 10、高森ドンキーズＡ、高森ドンキーズＢ、高森ドンキー
ズＣ、高森中央ランナーズ、高森中央走ろう会
▼小学校女子の部
※中央小バスケット部Ａ、中央小バスケット部Ｂ、中央小バ
スケット部Ｃ、一致団結ファイヤー 4 年、バドスマイリーズ、
走れ！バド部レディース、中央小音楽部ハーモニーズ、なで
しこ高森中央
▼中学校男子の部
白水中陸上部、高中野球部Ｚ、高中野球部Ｂ、高森中バスケ・
野球連合チーム、※高森中サッカー部チェリー、高森中サッ
カー部ローズ、高森中陸上部、高森中男子バスケットボール
部、清和中学校
▼中学校女子の部
高森中バドルズ、高森東中バスケットボール部Ａ、高森東中
バスケットボール部Ｂ、高森中ソフトテニスダッグチーム、
※高森中女子バスケットボール部、Softball Pretty Girls
▼高校の部
熊本農業高校、熊本工業高校、九州学院高校、熊本フェイ
ス女学院Ａ、熊本フェイス女学院Ｂ、熊本西高校、鎮西高校、
熊本商業高校

第30回記念
高森町交通安全宣言駅伝大会
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